
実施月

１．トラックを運転する場合の心構え

　①トラック輸送の社会的重要性

　②トラック事故の社会的影響

　③交通事故統計を用いた教育

　④安全運行の心構え

２．トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

　①トラック運行に係る法令

　②義務を果たさない場合の影響の把握

３．トラックの構造上の特性

　①トラックの特性に合わせた運転

※②トレーラの特性に合わせた運転

　③貨物の特性を理解した運転

４．貨物の正しい積載方法

　①偏荷重の危険性

　②安全輸送のための積付け・固縛の方法

　③荷崩れ防止のための走行中の注意点

５．過積載の危険性

　①過積載による事故要因と社会的影響

　②過積載による罰則

　③過積載の防止

６．危険物を運搬する場合に留意すべき事項

※①危険物の性状

※②危険物輸送の基本事項

※③タンクローリー運行上の注意事項

７．適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

　①適切な運行経路の選択と経路情報の把握

※②許可運送における経路選択

８．危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

　①危険予測運転の必要性

　②危険予測のポイント

　③危険予知訓練

　④指差呼称及び安全呼称

　⑤緊急時における適切な対応

９．運転者の運転適性に応じた安全運転

　①適性診断の必要性

　②適性診断結果の活用方法

１０．交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

　①交通事故の生理的・心理的要因

　②過労運転防止のための留意点

　③飲酒や薬物の影響による危険運転防止のための留意点

　④ヒューマンエラーを防ぐために

１１．健康管理の重要性

　①健康起因の事故と健康管理の必要性

　②健康管理のポイント

１２．運転支援装置を備えるトラックの適切な運転方法

※①運転支援装置に係る事故の事例

※②運転支援装置の性能及び留意点

２月

３月

注1）□は、実施項目にチェックしてください。
注2）※印の事項は、該当する事業用自動車による運行がある場合に実施してください。

８月

９月

10月

11月

12月

１月

７月

令和　　年度運転者教育年間計画表
実　　　施　　　項　　　目

４月

５月

６月



　　

一般 高齢運転者 事故惹起運転者 その他

【 一般的な指導･監督の内容 】 【使用した資料】

１　事業用自動車を運転する場合の心構え 【国土交通省】『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対

２　事業用自動車の運行の安全を確保するために 　して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル　トラック事業者編』

　遵守すべき基本的事項
　　ページ　　　～　　　. 　ページ　　　～　　　. 　ページ　　　～　　　.

【全日本トラック協会】『事業用トラックドライバー研修テキスト』

分冊No.　　　ページ　　　～　　　. 分冊No.　　　ページ　　　～　　　.

分冊No.　　　ページ　　　～　　　. 分冊No.　　　ページ　　　～　　　.

その他の資料（写しを添付）

７　適切な運行の経路及び当該経路における 【具体的内容、ポイント等】

８　危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

【 高齢運転者の特別な指導の内容 】

【 事故惹起運転者の特別な指導の内容 】

１　事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等

２　交通事故の事例の分析に基づく再発防止対策

３　交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因

４　交通事故を防止するために留意すべき事項

※ １から５まで合計６時間以上実施する。

【 その他の指導】

No. 受講者氏名 No. 実施者

1 / ： ～ ： 6 / ： ～ ：

2 / ： ～ ： 7 / ： ～ ：

3 / ： ～ ： 8 / ： ～ ：

4 / ： ～ ： 9 / ： ～ ：

5 / ： ～ ： 10 / ： ～ ：

備
考

注１　初任運転者・高齢運転者・事故惹起者に対する特別な指導を実施した場合は、運転者台帳に指導年月日を記入する。

　２　初任運転者に対する特別な指導については、「初任運転者教育指導記録簿（（公社）全日本トラック協会　参考様式・様式１等）」に記録する。 （ver.yta-202210）

【3年間保存】

受講日時

　及びこれらへの対処方法

５　危険予測の回避

６　安全運転の実技

受講日時 実施者 受講者氏名

適齢診断の結果を踏まえ、加齢に伴う身体機能の変化に
応じた事業用自動車の安全な運転方法等について自ら考
えるよう指導する。

３　事業用自動車の構造上の特性

４　貨物の正しい積載方法

５　過積載の危険性

６　危険物を運搬する場合に留意すべき事項

　道路及び交通の状況

９　運転者の運転適性に応じた安全運転

１０交通事故に関わる運転者の生理的及び

　心理的要因並びにこれらへの対処方法

１１健康管理の重要性

１２安全性の向上を図るための装置を備える

　事業用自動車の適切な運転方法

指導教育の種類と内容 　　　　　　年　　　　月実施　 場　所

（国土交通省告示　第１３６６号） 教育の種類

乗　務　員　教　育　記　録　簿

社　長
統括運行
管理者

運　行
管理者

運行管理
補助者

運行管理
補助者



No.2

一般 高齢運転者 事故惹起運転者 その他

No. 受講者氏名 No. 実施者

11 / ： ～ ： 31 / ： ～ ：

12 / ： ～ ： 32 / ： ～ ：

13 / ： ～ ： 33 / ： ～ ：

14 / ： ～ ： 34 / ： ～ ：

15 / ： ～ ： 35 / ： ～ ：

16 / ： ～ ： 36 / ： ～ ：

17 / ： ～ ： 37 / ： ～ ：

18 / ： ～ ： 38 / ： ～ ：

19 / ： ～ ： 39 / ： ～ ：

20 / ： ～ ： 40 / ： ～ ：

21 / ： ～ ： 41 / ： ～ ：

22 / ： ～ ： 42 / ： ～ ：

23 / ： ～ ： 43 / ： ～ ：

24 / ： ～ ： 44 / ： ～ ：

25 / ： ～ ： 45 / ： ～ ：

26 / ： ～ ： 46 / ： ～ ：

27 / ： ～ ： 47 / ： ～ ：

28 / ： ～ ： 48 / ： ～ ：

29 / ： ～ ： 49 / ： ～ ：

30 / ： ～ ： 50 / ： ～ ：

備
　
　
　
考

注１　初任運転者・高齢運転者・事故惹起者に対する特別な指導を実施した場合は、運転者台帳に指導年月日を記入する。

　２　初任運転者に対する特別な指導については、「初任運転者教育指導記録簿（（公社）全日本トラック協会　参考様式・様式１等）」に記録する。 （ver.yta-202210）

【3年間保存】

受講日時 実施者 受講者氏名 受講日時

乗　務　員　教　育　記　録　簿
　　　　　　年　　　　月実施　 場　所

教育の種類


